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第6次 地域福祉推進計画（平成27年4月～平成32年3月）に基づき、福祉活動を推進しています。

会員会費
で運営

会員会費
で運営

障害者就労
　　支援センター
障がいのある方の就労に向けて
の準備や求職活動の方法など、
お一人おひとりにあった形で、
一緒に考え、支援を行います。

猪名川町
地域包括支援センター
地域で暮らす高齢者やその家族
を対象にした総合相談窓口です。
介護・福祉に関すること、介護
予防・健康に関すること、権利
擁護に関すること等、他機関とも
連携を取りながら支援します。
老人会や自治会等への出前講座
も行います。

心配ごと相談

月に３回（日生連絡所・ふらっと六
瀬・ゆうあいセンターにて）相談
窓口を開設し、民生委員・児童委
員が生活上の困りごと全般につ
いて相談を受け付けています。

障害者相談支援センター

身体・知的・精神に障がいのある
方や、児童、そのご家族が安心
して日常生活が送れるように
相談支援、権利擁護、社会参加の
支援等、総合的に相談を受け
付けます。

移動支援事業
　　（ガイドヘルプ）
障がいのある方が充実した日常
生活を営むことができるようガイド
ヘルパーが付き添い、社会参加に
必要な外出時の介助、支援を行い
ます。

障害者日中
　　一時支援事業
障がいのある方に、一時的な日中
活動の場を確保し、家族の就労
支援や介護者の一時的な休息を
目的に、必要な生活支援サービス
を提供します。

障害者多機能型事業所
　  　　希望の家すばる
障がいのある方が自立した日常
生活または社会生活を営むこと
ができるようになることを目的
に、就労継続支援B型事業、生活
介護事業を実施し、必要な支援を
行います。

障害児療育支援事業

0～18歳の方を対象に、生活習慣
の獲得や社会性の発達、運動機能
の向上を目的とした療育（理学療
法、作業療法、言語聴覚療法）を行
います。（問合せは役場福祉課へ）

障害者地域活動
　　支援センター
地域の中で自立し、充実した生活
が送れるように、さまざまなプロ
グラム活動や、地域における交流
の機会の提供を行います。

軽度生活援助事業
（協力会員）
一人暮らしや高齢者のみの世帯、
障がいのある方等で、日常生活に
援助を必要とする方が対象。協力
会員が、家事援助・身体介護・
散歩の付き添い等を行います。
（介護保険のヘルパーサービスの
補完的役割）

認知症対応型共同生活介護事業
（グループホーム）
認知症の高齢者に対し、共同生活
住居で自立した日常生活が営め
るよう入浴・排泄・食事などの必
要な援助を行い、認知症の進行緩
和を図ります。

ホームヘルプ事業

ホームヘルパーが自宅へ訪問し、
食事・入浴・排泄等のお世話をす
る身体介護及び掃除や洗濯、調理
等の生活援助を行いま
す。

介護予防普及啓発事業

高齢者の健康に対する自覚を高
めるため、健康づくり・疾病予防・
介護予防に関する啓発と地域を
基盤とした健康づくり等の活動
支援を行います。

高齢者デイサービス事業

日帰りで入浴、食事、レクリエー
ション等のサービスを提供してい
ます。自宅とは違う環境で過ごす
ことにより気分転換にもなり、
閉じこもりの防止にもなります。

おもちゃ図書館

地域や家庭でも楽しく遊べる
ようにボランティアが製作した、
手作りおもちゃ等の貸し出し
（無料）を行います。

ふれあい交流活動

障がいのある方の社会参加の
促進と生活の豊かさを広げるこ
とを目的に、バスツアーや運動
会等の機会を通し、お互いの理
解を深め交流する場を提供し
ます。

子育てヘルパーの派遣

出産退院後６ヶ月以内で、家事
及び育児が困難な家庭を対象
としています。協力会員が、調
理、掃除、洗濯、買物等の家事援
助を行います。

福祉学習

住民が自分の住むまちに関心を
持ち、福祉課題に気づき、その解
決に向けた活動に取り組んでい
くための機会づくりとして、福祉
学習の推進を行います。（町内小・
中学校の福祉教育協力校の指定
／福祉教材の貸し出し等）

声の広報

視力の障がいがある方に、「広報
いながわ」や「社協だより」など音
訳（文字情報をCDなどに入れて
音声化すること）したものをご自
宅へお届けします。（無料）

地域における住民主体の介護
予防活動の育成・支援等を行い
ます。

善意銀行

少しでも社会の福祉のために
役立ちたいという皆様の「善意」
をお預かりし、必要とされている
社会福祉施設や地域福祉活動、
高齢者・障がい者福祉活動を
通じて、役立てています。

認知症高齢者
　　見守り事業
認知症状のある高齢者とその
家族が対象。自宅に『やすらぎ
支援員』が訪問し、話し相手や
一緒に散歩等を行うことで、
地域で落ち着いた生活を送れる
ようにすることや、介護者の負担
を軽減することを目的としていま
す。

生活支援
コーディネーターの配置

地域介護予防
　　活動支援事業

地域での場づくりや、支え合い等
を住民が主体となって取り組ん
でいけるよう支援を行います。

福祉用具の貸与

ベッドや車イス、ポータブル
トイレ、歩行器などが必要な方を
対象に、貸し出しをします。
※介護認定を受けた方は、介護
保険優先

日常生活自立支援事業

判断能力に不安のある方の公共
料金や家賃等の支払い手続き、
日常生活費のお届け、日常使う
通帳や印鑑の預かり等を行い
ます。

ふれあい弁当

ひとり暮らし高齢者及び高齢者
夫婦世帯、障がい者世帯を対象
に、食生活の充実と安否の確認
を目的として、毎週水曜日に昼食
（利用料金は1食500円）を配食し
ます。

会員会費
で運営 福祉委員会活動

自治会毎に福祉委員が選出され、
個人や小校区・地区単位の地域福
祉活動（サロン活動、福祉の啓発
活動、見守り、声かけ等）で活躍し
ていただいています。地域の困り
ごとを早期発見するアンテナ役、
福祉サービス等の啓発役、お困り
の方がいらっしゃった時に社協等
の関連機関につないでいただく
パイプ役です。

会員会費
で運営

地域交流
　　啓発活動

啓発活動や交流イベントを一緒
に取り組む仲間づくりを目的とし
て、障がいのある方と地域、関係
機関や団体とをつなげる活動に
取り組んでいます。

会員会費
で運営

ボランティア
  活動センター

ボランティア活動に関する相談や
活動紹介・コーディネート、ボラン
ティア養成講座の開催、情報提供
等を行い、ボランティア活動の普
及啓発とボランティアの発掘や養
成に取り組みます。

生活福祉資金貸付制度

低所得世帯等の生活を経済的に
支えるとともに、在宅福祉及び
社会参加の促進を図ることを
目的とした制度です。

高齢者食生活相談

管理栄養士が個別で相談に応じ
たり、講習会等を開催します。生
活習慣病の方の食事から介護食
の相談まで、幅広く対応します。

認知症初期集中
　　支援推進事業
認知症の方やその家族に関わり、
早期診断・早期対応に向けた
支援体制を作ることで、認知症に
なっても、できる限り住み慣れた
地域で暮らしていけるよう支援
を行います。

家族介護者教室

高齢者を介護する方や介護に
関心がある住民を対象に、介護
等に関する教室を開催します。地域地域

を利用したいを利用したい

相談相談
で支えあうで支えあう したいしたい

猪名川町
社会福祉協議会では、
こんな活動をしています。

福祉
サービス
福祉
サービス

このマークの事業は、主に皆様より
いただいた会員会費で運営されています。


